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必要な「平面図の作成」を
お引き受けします。

４号営業の届出には、「営業所の平面図」が必要です。
「平面図が見当たらない」「改装等で現状の平面図がない」
そういったホテルは、新たに平面図を作成しなければなりません。

政令改正にともない、４号営業に移行するホテルは、2011年１月１日～１月

31日の期間に、届出をしなければなりません。届出には、所定の様式に沿っ

て作成した書類や登記関係の書類のほかに、「営業所の平面図」も必要

です。

「平面図が見当たらない」「改装等で現状の平面図がない」というホテル

は、新たに平面図を作成しなければなりません。４号営業に移行すれば改

装等の規制を受けますので、的確な平面図の作成、提出が求められます。

ホテルの新築・改装に豊富な実績を有する「KOGA設計」が、「平面図の

作成」をお引き受けいたします。

１月31日を過ぎると既得権は得られなくなります。お早目の準備が必要です。
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